
生徒心得 

１ 一般心得 
 (1) 生徒は、常に本校の生徒として自覚と誇りをもって責任ある行動をとること。 

 (2) 生徒は、常に学習に励み、学力の向上に心がけること。 

 (3) 生徒は、常に健康を保持し、校則を守り、正しい学校生活を確立するよう心がけること。 

 (4) 生徒は、学校生活を通じて、自主独立の精神を養うよう心がけること。 

 (5) 生徒は、あたたかい心をもって、相互扶助の精神を貫くよう心がけること。 

 (6) 生徒は、言葉づかいに注意をはらい、正しい礼儀作法を身につけるよう心がけること。 

 (7) 生徒は、服装規程に従い、本校の生徒にふさわしい清潔感のある服装に心がけること。 

 (8) 生徒は、禁酒禁煙はもちろんのこと、いかなる場合にも暴力を用いてはならない。 

 (9) 生徒は、学校の建物、施設、備品その他の公共物を大切にし、これらを破損、汚損しないこと。 

(10) 生徒は、学校の内外を問わず、事故にあったときは、直ちに学校に届け出ること。 

(11) 異性との交際には、常に節度ある明るい態度を保持するよう心がけること。 

２ 校内生活の心得 
 (1) 生徒は、８時２５分までに登校するよう心がけること。 

 (2) 登校後は、下校まで外出を禁止する。ただし、やむを得ない事情で外出するときには担任または学

年主任の許可を受けること。 

 (3) 授業中は静かに学習に専念し、自習時間の場合にも教師が許可した場合以外は、教室外に出ないで

静かに自学自習し、隣室の授業などに迷惑をかけないようお互いに注意すること。 

 (4) 放課後、居残る場合には、定められた時間までに必ず下校すること。ただし、生徒会活動、部活動

等で顧問教師の指導下にある場合はこの限りではない。 

 (5) 携帯電話、スマートフォン等の使用については、授業中は電源を切るなどマナーを守り、他人に迷

惑をかけないようにすること。 

 (6) 教室または校具を使用する場合には、その教室の管理責任者の許可を得て使用し、使用後は必ず整

頓しておくこと。 

 (7) 校内での掲示については、すべて関係教師の許可を受け、所定の場所に掲示すること。一定期間掲

示し不要になったものは、すみやかに取り外すこと。 

 (8) 校内において、本校職員および来校者に出会ったときは、必ず挨拶をすること。また生徒間にあっ

ても挨拶を忘れないこと。 

 (9) カバンその他の所持品は、すべて高校生らしいものを使用し、華美なものは避けること。 

(10) 生徒間における金銭の貸借および物品の売買は禁止する。 

(11) 生徒は、常に校舎、校庭などの環境の整美に心がけること。 

３ 校外生活の心得 
 (1) 校外においては常に本校の生徒として、また、家庭の一員としての自覚に基づく行動をとること。 

 (2) 生徒は、保護者に無断で外泊をしないようにすること。 

 (3) 登下校の際、または休日などに生徒として好ましくない場所に立ち寄らないこと。 

 (4) 公衆道徳をよく守り、特に駅や車内などにおいては、他人に迷惑をかけないよう心がけること。  

 (5) アルバイトは原則として認めない。ただし、経済的事情により保護者の申請があれば、学校長はア

ルバイト許可願を提出させてこれを認めることができる。 

 (6) アルバイトを行う場合、本校生としての誇りを持ち恥じない行動をとること。  

 (7) 高校在学中は自動二輪車免許を取得しないこと。 

 (8) 原動機付き自転車による通学は原則として禁止する。ただし、やむを得ない事由により保護者の申

請があれば、学校長はこれを認めることができる。ただし、許可願いを必ず提出すること。 

(9) 高校在学中は、運転免許を取得しても運転はしないこと。また高校生が運転する自動車には同乗し

ないこと。 

(10) 入れ墨・タトゥーなどを自らの体に入れてはならない。また、これらの行為を周りの生徒に勧めて

はならない。 

 生徒は本校の教育目標の意味をよく理解し、その精神によって明るく秩序ある学校生活を送る

よう努めなければならない。 



４ 服装規程 
服装はその生徒の人格をあらわし、服装によってその人間が評価される。従って、常に本校の生徒

としてふさわしいものであることが大切である。登下校の際は、必ず指定の制服を着用すること。 

(1)  男子の服装・頭髪（但し、特別な事情のある場合は審議し、選択することができる） 

 (ｱ) 制服について〔学校指定の制服〕 

① 冬服の場合 

・シングル、２つボタン紺色ブレザー(ネーム入り、反射材入りボタン) 

・ボタンダウンシャツ、ホワイト(マーク入り) 

・ネクタイ 

・ワンタックグレンチェックスラックス(ネーム入り) 

・シングル裾 

② 夏服の場合 

・長袖、半袖ボタンダウンシャツ、ホワイト(マーク入り) 

(ｲ)  コート類の着用について  

① コート 

防寒を目的とするコートとする。 

② セーター・カーディガン 

色は黒・紺・グレー・ベージュ・茶・白（ワンポイント可）とする。 

（原則 11 月～３月） 

(ｳ)  頭髪 

流行にとらわれぬ清潔感のある髪型とし、パーマ、毛染め等みだりに手を加えてはいけない。 

(ｴ) その他  

   ① パーカー、丸首セーター、トレーナーは禁止する。 

② ウインドブレーカーは、各部活動および同好会で統一して使用しているものを可とする。 

(2) 女子の服装・頭髪（但し、特別な事情のある場合は審議し、選択することができる） 

(ｱ) 制服について〔学校指定の制服〕 

① 冬服の場合 

・シングル、２つボタン紺色ブレザー(ネーム入り、反射材入りボタン) 

・リボン、グレンチェックベスト(ネーム入り、反射材入りボタン) 

・丸襟ブラウス、ホワイト(マーク入り) 

・グレンチェックスカート(ネーム入り、幅広芯無しベルト、マーク入り) 

② 夏服の場合 

・丸襟ブラウス、ホワイト(マーク入り) 

・グレンチェックベスト(ネーム入り、反射材入りボタン) 

・グレンチェックスカート(ネーム入り、幅広芯無しベルト、マーク入り) 

③ スカートの丈 

・膝中心部を基準とする。 

(ｲ) コート類の着用について 

① コート 

防寒を目的とするコートとする。 

② セーター、カーディガン 

色は黒・紺・グレー・ベージュ・茶・白（ワンポイント可）とする。 

（原則 11 月～３月） 

 (ｳ)  頭髪 

流行にとらわれぬ清潔感のある髪型とし、パーマ、毛染め、ヘアーエクステンション等みだ

りに手を加えてはいけない。 

 (ｴ) その他  

① パーカー、丸首セーター、トレーナーは禁止する。 

② ウインドブレーカーは、各部活動および同好会で統一して使用しているものを可とする。 

③ スカートの下にジャージをはかないこと。 

④ ストッキングは黒、ベージュとする。 



 

(3) カバン 

 学生カバン、スポーツバッグ等またはそれに準ずるもの。 

(4) 靴 

革靴、色は黒、茶とする。スニーカーは、華美でないものを可とする。 

(5) 靴下 

ソックスの色は、白、黒、紺、グレーの単色を基本とし、2 ポイントまで可とする。 

その他、ルーズソックス、レッグウォーマーは禁止とする。 

(6) その他 

(ｱ) マニキュア、口紅、カラーリップ、ピアス、カラーコンタクトレンズ、その他の化粧、アク

セサリー等は認めない。 

(ｲ) 学校内では定められた上履きを用いること。 

(ｳ) やむを得ず異装しなければならない場合は、「異装許可願」を生徒指導部に提出し、許可を

受けてから着用すること。（異装許可願い用紙は生徒指導部にあるものを使用すること。） 

(ｴ) 土日などの休業日または祝日に部活動のために登校する際は、各部で定めた服装で登校して

もよい。 

５ 校内で行われる定期考査受験上の注意（珠算・簿記等の検定試験も同様） 

 (1) 机の中を空にし、わきのフックに物をかけない。 

 (2) 机の落書きはきれいに消す。 

 (3) 教室には鉛筆（シャープペン）・消しゴムのみ持ち込み可とする。 

 (4) ペンケースと膝掛けは廊下に出す。 

 (5) 科目によっては、電卓・定規・赤ペンの持ち込み可とする。 

（6） 携帯電話は電源を切り、かばんに入れて廊下に出す。 

（7） 試験終了のチャイムが鳴ったら、筆記用具を置く。 

（8） トイレは休み時間に済ましておく。 

（9） 指示に従わない場合は、不正行為とみなす。 

６ 欠席・遅刻・早退・欠課について 

 (1) 欠席する場合は、事前または事後すみやかに保護者が担任に欠席届（または忌引届）を届け出ること。

遅刻・早退・欠課についても同様とする。 

 (2) 病気欠席が１週間以上におよぶ場合は、必要に応じて医師の診断書を添えて届け出ること。 

 (3) 遅刻をした場合は、遅刻カードに記入し当該学年の教師から押印した後で、授業担当者に提出する

こと。 

７ 拾得物、遺失物について 

 (1) 学校に持参するすべてのものには、校名・学年・組・氏名を明記しておくこと。 

 (2) 校内の拾得物・遺失物は直ちに生徒指導部に届け出ること。 

 (3) 拾得物については、一定期間一定の場所に展示するからよく確認すること。また、その展示を見て

紛失した遺失物と思われる場合は、生徒指導部に申し出て受け取ること。 

８ 施設、備品等の破損の場合 

万一、破損した場合にはすみやかに担任又は関係教師に申し出て、その指示に従うこと。修繕費用は

原則として個人負担とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 諸願届等手続き一覧表 

諸 願 届 等 手 続 一 覧 表 

異 装 許 可 願 ・担任を通じ生徒指導部に提出する。 

欠 席 ・保護者より担任に届け出る。 

遅 刻 ・ 早 退 ・ 欠 課 

・予定されている場合は、保護者から担任に届け出る。 

・事前に届けられない場合は、本人から担任に申し出て、その許可を得

る。 

・遅刻をした場合は、遅刻カードに記入し、当該学年の教師が押印した

後に授業担当者へ提出する。 

施 設 ・ 備 品 の 破 損 ・担任又は関係教師に申し出て指示に従う。 

ア ル バ イ ト ・やむを得ず実施する場合は、アルバイト許可願を提出する。 

自 動 車 教 習 所 入 校 届 ・入校は、11 月 1 日以降とし入校届けを提出する。 

原 動 付 自 転 車 取 得 届 ・担任を通じ生徒指導部に提出する。 

 
 
諸願・届様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○      ○         願 
 

茨城県立日立商業高等学校長 殿 

 

第 学 年 組 

氏 名 

上記の者○○○のため○月○日より○月○日まで（または○

月○日付）○○いたしたくお願い申し上げます。 

 

令和 年 月 日 

保護者 

氏 名                    ○印 

○      ○         届 
 

茨城県立日立商業高等学校長 殿 

 

第 学 年 組 

氏 名 

上記の者○○○のため○○より○○まで○○○しましたの

でお届けいたします。 

 

令和 年 月 日 

保護者 

           氏 名                      ○印 



 

 



生徒のアルバイト規程 

１ 基本方針 

 生徒のアルバイトは原則として認めない。ただし、経済的理由（学費補助）など特別な事情によりアル

バイトをしなければならない場合には、「アルバイト許可願」を提出し、学校長の許可を得ること。 

２ 許可条件 

 (1) 経済的理由により著しく修学が困難な生徒であること。 

 (2) 風俗営業、深夜労働、危険を伴う仕事、高校生として好ましくないと学校長が判断した場合は許可

しない。また、県内最低賃金を下回るアルバイトは認めない。 

 (3) 第１学年生徒のアルバイトについては、原則として夏季休業からとする。 

 (4) 中間考査、期末考査等において成績不振の者、及び評定「１」に該当する者は認めない。 

 (5) 生活全般を通じて行動・態度が良好でない者は認めない。 

 (6) 成績不振や生徒指導上の問題等が発生した場合は、アルバイトの許可を取り消すことができる。 

３ 平常日（長期休業以外）の実施について 

 (1) １日の就業時間は３時間以内とし、終業時刻は午後 8 時までとする。 

 (2) 年度を越えて継続して実施する場合は、年度始めに「アルバイト報告書」を提出するとともに新た

に「アルバイト許可願」を提出し許可を受けること。 

４ 長期休業中の実施について 

 (1) 長期休業中は休業日数の２分の１以内とすること。 

 (2) １日の就業時間は８時間以内とし、終業時刻は午後 8 時までとすること。  

 (3) アルバイト実施中は、｢アルバイト許可証｣を常に携帯すること。 

 (4) アルバイト終了後、すみやかに「アルバイト許可証」を担任へ提出すること。 

５ 実施上の手続き 

 (1) アルバイトの申し出があった場合は、担任が保護者と連絡をとり、理由、内容、日時等について確

認する。 

 (2) 「アルバイト許可願」を担任へ提出する。 

 (3) 担任は「許可条件」に該当するかどうか確認し、｢アルバイト許可願｣をアルバイト係へ提出する。 

 (4) 許可された生徒は、アルバイト係から事前・事後の指導を受ける。 

 (5) アルバイト実施にあたっては、｢アルバイト許可証｣を常に携帯する。 

 (6) 担任は、許可した生徒の実態の把握に努め、必要に応じて保護者または職場との連絡をとる。 

 (7) アルバイト終了後、すみやかに「アルバイト許可証」「アルバイト報告書」を担任へ提出する。 


